
シリーズ 社会福祉法人の力を地域に 

～社会福祉法人の地域における公益的な取組を紹介～ 

社会福祉法が改正され、全ての社会福祉法人は、「地域における公益的な取組」を行うことが責務

として規定されました。社会福祉法人の公益性・非営利性など、その本旨に従い、他の事業主体

では困難な福祉ニーズへの対応が求められています。 

 

2019 年 6月掲載 

「地域の多種多様なニーズに応える」 

社会福祉法人はまなす会 

社会福祉法人はまなす会では、志賀町内において高齢者福祉施設を 11事業所運営しており、施

設内の利用者だけでなく、志賀町の高齢者福祉の拠点施設として、幅広く事業を展開しています。 

今回は、地域貢献のために特に力を入れている 3 つの取組の内容についてお話を伺いましたの

で紹介いたします。 

在宅生活を継続できるよう 

〇配食サービス…志賀町在住の 65歳以上で日中独居の方や、同居家族の急な都合により食事の準

備が行えない世帯等を対象に昼食をお届けしています。栄養の

考えられた食事を安価で提供するだけでなく、訪問の健康状態

の確認や、事故等の早期発見を含む安否確認を行います。 高

齢者やその家族が安心して在宅生活を継続できるよう支援し

ています。 

〇福祉用具貸与…志賀町在住の方を対象として車いす・シャワ

ーチェア・ポータブルトイレ等の 2週間無料貸与を行っていま

す。短期間の外出・外泊をする場合や介護認定の結果が出る間

等、一時的に利用したい人が必要な時に気軽に申込できるもの

となっております。福祉用具は個人宅で購入したもの

の使用頻度が低い、または未使用のままで処分に困っ

ていたものを引き取り、消毒して使用する等工夫して

います。                     

〇出前講座…日頃行っている仕事内容や専門知識を

「出前講座」という形で関係機関にチラシを配布し、

地域の学習会等に出向いています。高齢者やその家族

がいつまでも安心して暮らせるよう積極的に取り組ん

でいます。 

地域ケアの拠点としての役割 

現在はまなす会では、介護老人福祉施設を主軸と

し、地域内の保健福祉・医療関係機関及び地域の人々

と連携を密にし、高齢者の生活支援に取り組んでいま

す。地域が求めるニーズの多様化が進んでいますが、

はまなす会として応えていけるよう、職員一丸となっ 

て取り組んでいきます。 

【問い合わせ】（社福）はまなす会 TEL0767(32)3889 http://www.hamanasuen.jp/ 

◇◇◇地域における公益的な取組をシリーズで発信していきます。情報をお寄せください。◇◇◇ 

 
理学療法士や作業療法士が選定・助言するた

め、身体状況にあったものが利用できます。 

11 の講座から選択し、それぞれ専門職を講師

として派遣しています。 

 

http://www.hamanasuen.jp/

